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◆新商品開発支援補助金新商品開発支援補助金
　市では、新商品開発を行う市内に事業所のある中小企業者
に対して、事業費の一部を市の予算の範囲内で補助します。
　新商品開発のために支払った諸経費の金額が確認できる書
類などを提出していただき審査のうえ、交付を決定します。
※商品化され、購入できる状態のものに限ります
補助額　補助対象経費の合計額の1/2（上限 10万円）
対　象 試作開発費・委託料・市場調査費・報償費・その他
※原則、摂津ビジネスサポートセンターの経営指導員などの
　確認を受ける必要があります
問合せ　産業振興課へ

●
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せ
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集
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年
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５
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島
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す
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むすんでひらくむすんでひらく文化文化祭祭 摂津編
　企業ブース・ワークショップ・ハンドメイドなど、さまざまな企業ブース・ワークショップ・ハンドメイドなど、さまざまな
ブースで大人も子どももみんなが楽しくつながるイベントを開催ブースで大人も子どももみんなが楽しくつながるイベントを開催

12月 16日㈯午前10時～午後３時12月 16日㈯午前10時～午後３時
場　所場　所　大阪モノレール南摂津駅前広場大阪モノレール南摂津駅前広場
※詳しくはイベントホームページ（右記QR）へ※詳しくはイベントホームページ（右記QR）へ
問合せ問合せ　一般社団法人中小企業ものづくり共創協会（CMKK）一般社団法人中小企業ものづくり共創協会（CMKK）
　　　　☎ 090（1594）1364へ　　　　☎ 090（1594）1364へ

配布期間
12月 10日㈰まで
利用期間
12月 17日㈰まで
（当たり券（1,000 円
券と 300円券）および
はずれ券）
※利用期間を過ぎると
　無効になりますの　
　で、お早め
　にご使用　
　ください。

セッピィスクラッチセッピィスクラッチ
けずって当てよ

う！100円円商店街商店街
12月２日 ㈯午前 10時から
▶千里丘ことぶき商店街
▶正雀駅前商店街
▶正雀本町商店街
▶とりかい商店街
　さらに次の商店街の参加店
では、100 円以上の商品購入
でプレゼントをもらえます。
▷正雀本町商店街＝防災キッ
　ト（先着30人）
▷とりかい商店街＝みかん１
　袋※無くなり次第終了
問合せ 商工会☎ 06（6318） 

2800へ

100100
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産業振興 産業振興課 ☎ 06（6383）1362
消費生活相談ルーム ☎ 06（6383）2666

福

祉

産
業
振
興

高齢・障害福祉高齢介護課 ☎ 06（6170）1561
障害福祉課 ☎ 06（6383）1374

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

◆たちより体操タイム
公立こども園で、高齢者（65

歳以上）が乳幼児と一緒に体操
しています。気軽にご参加ください。
ところ とき（12月）

子育て総合
支援センター

６日㈬・20日㈬
９時 45分～ 10時

べふこども園 11日㈪・18日㈪
午前 10時～ 10時 15分

とりかい
こども園

11日㈪
午前 10時～ 10時 15分

問合せ　各園へ（本紙27ページを参照）

障害に関する法律障害に関する法律
障害者差別解消法障害者差別解消法
　すべての国民が、障害の有無によっ
て分け隔てられることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現を目的としています。
ーポイントー
▶障害を理由とする不当な差別的取扱
　いの禁止
▶障害者に対する合理的配慮の提供
障害者虐待防止法障害者虐待防止法
　障害者の自立と社会参加を図るため、
障害者虐待の防止や養護者に対する支
援などに関する施策の推進を目的とし
ています。
ー障害者虐待事例ー
▶身体的虐待（殴る、蹴る、つねる、
縛るなど）▶性的虐待（わいせつな行
為をする、させるなど）▶心理的虐待
（怒鳴る、無視する、悪口を言うなど）
▶放棄・放置（食事を与えないなど）
▶経済的虐待（本人の年金や賃金を渡
さないなど）
虐待かもと思ったら連絡を！虐待かもと思ったら連絡を！
障害者虐待防止センター（障害福祉課
内）または市役所代表電話へ

　障害者週間は、障害者福祉への関心
と理解を深め、障害者のあらゆる分野
への参加意欲向上を目的としています。
　この期間を中心に、国や自治体、関
係団体などがさまざまな啓発活動を行
います。　問合せ　障害福祉課へ

1212月月33日～日～ 99日は日は
障害者週間障害者週間

ご存じですかご存じですか
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あなたの大切にしてる思いをあなたの大切にしてる思いを
実現する人生会議（ACP実現する人生会議（ACP））
日　時 1 月 28日㈰午後１時～３時半
 ※受付は午後０時半から
場　所 コミュニティプラザ・コンベンションホール
講　師 ①済生会吹田病院 消化器内科科長 
  　光本 保英さん『もしものときにそなえて 
 　あなたの大切な思いを話す』
 ②（一社） がんライフアドバイザー協会
 　代表理事 川崎 由華 さん『人生会議（ACP）
 　に繋がるがんとお金～相談会に寄せられ
 　る患者さんのリアルな声～』
 ③司法書士法人福村事務所 司法書士 
 　福村 雄一さん『人生会議（ACP）と切っ 
 　ても切れないお金（財産）の話』
定　員 100 名（先着）
申込み 高齢介護課へ※☎または右記QR 
 からも可※健幸マイレージ対象

地域包括支援センター地域包括支援センター ～社会福祉士編～ ～社会福祉士編～
　高齢者が安心して生活するためには、地域の声か
けや見守りが大事になります。ご依頼に応じて地域
の集まりへ出向き、成年後見制度や高齢者虐待の予
防などについて、ミニ講座を開いています。
　ご希望があれば、気軽にお問い合わせください。
問合せ　同センター☎06（6383）1377へ

＼みなさんの権利を守ります！／

市 民
公開講座

＼はじめてのはじめての／
スマートフォン体験型講習会スマートフォン体験型講習会
　スマホの基本的な操作方法や
SNS・インターネットの使い方な
どを学べる講座を開催します。ス
マホのお悩みをこの機会に解決してみませんか。
　当日は貸出用スマホを使用するため、持ってい
ない人でも参加できます。
日　程 １月９日～１月 23日の平日
 ※ 1月 18日㈭を除く
講　座 基本講座①電源の入れ方、操作方法など

基本講座②インターネットの利用方法など
基本講座③アプリのインストール方法など
応用講座①マイナンバーカードの申請方法
応用講座②マイナポータルの活用方法
応用講座③コロナワクチン接種証明アプリ

      を用いた接種証明の発行方法
応用講座④健康保健証利用の登録・公金 

  　 受取口座の登録
相談会 　 講座内容に合わせた相談受付

 ※いずれも１講座あたり60分
定　員 各講座７名（先着順）
持ち物 筆記用具
申込み 12 月 6日㈬から、講習会受付窓口（㈱  
 HONKI）☎ 0120（121）525
 （問合せ番号 5040）へ
問合せ 高齢介護課へ※詳細は右記QRから

ひとり暮らし高齢者対象の
福祉制度を紹介
ライフサポーターの見守り訪問　ライフサポーターの見守り訪問　※無料
　「ひとり暮らし登録」をした見守りが必要な人にライフサポー
ターが個別訪問を行います。さらに火災や救急時に的確な救護活
動ができるように、消防指令システムへの登録を行います。
愛の一声訪問　愛の一声訪問　※無料
　毎週水曜日に乳酸菌飲料の配達をとおして、ひとり暮らし高齢
者の安否確認を行います。対象は「ひとり暮らし登録」をしてい
る高齢者で、安否確認が必要と認められる人です。
緊急通報装置の貸与　緊急通報装置の貸与　※生計中心者の所得により費用の負担あり
　緊急時にボタンを押すと係員がかけつける機器を貸与します。機
器は固定型と携帯型がありますが、携帯型は固定電話を所有してい
ない場合に限ります。対象者は以下のいずれかに該当する人です。
　▷おおむね65歳以上のひとり暮らしの人▷高齢者のみ世帯
　▷重度の障害をお持ちの人※障害福祉課へご相談ください

問合せ　高齢介護課へ

2425


